
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

指
定
船
舶
等
に
乗
船
し
て
い
る
船
員
の
不
在
者
投
票
の
特
例
に
お
け
る
船
長
か
ら
船
員
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

指
定
船
舶
等
に
乗
船
し
て
い
る
船
員
の
不
在
者
投
票
の
特
例
に
つ
い
て
、
船
長
は
、
当
該
指
定
船
舶
等
の
航
海
中
に
、
公

職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当

選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
（
以
下
「
特
定
枠
名
簿
登
載
者

」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
を
船
員
に
対
し
て
知
ら
せ
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
九
条
の
六
第
七
項
関
係
）

第
二

選
挙
長
が
行
う
立
候
補
届
出
等
に
係
る
通
知
に
関
す
る
事
項

選
挙
長
は
、
参
議
院
名
簿
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
枠
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
は
、
氏
名
、
本
籍
、
住
所

、
生
年
月
日
及
び
職
業
並
び
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
直
ち
に
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
等
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
十
二
条
第
六
項
及
び
第
九
項
関
係
）

第
三

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
挙
運
動
に
係
る
規
定
の
整
備

特
定
枠
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
て
の
選
挙
事
務
所
の
設
置
等
は
認
め
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ



と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
八
条
第
一
項
等
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等
に
関
す
る
事
項

一

こ
の
政
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
新
令
第
九
十
二
条
第
六
項

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
か
ら
適
用
し
、
当
該
選
挙
の
公
示
の
日
の
前
日
ま
で
に

そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二

条
第
一
項
関
係
）

三

新
令
第
九
十
二
条
第
六
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は

告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た

衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


